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Ａ．研究目的 

新生児医学の進歩により、今まで生存不可

能とされてきた超低出生体重児や重度の分

娩障害ないし先天奇形児も生存可能となっ

てきた。その子らがやがて就学年齢を迎

え、気管カニューレ、胃瘻や人工呼吸器の

医療的ケアを受けながらも特別支援学校に

通学している。また、放課後にあっては健

常児の児童クラブと同じように、放課後デ

イサービスを受けられるような福祉事務所

も増えてきた。しかしながら、これら重度

の重複障害児を受け入れるためには、医療

の安全面から看護師を配置する必要があ

る。 

そのため、平成 30年 3月 30日付けで厚生

労働省社会･援護局障害保健福祉部長通知

が出され、5人事業所においても主な対象

を重症心身とする事業所の看護加配加算が

出された。その取得基準が「前年度実績に

研究要旨 
重度の医療的ケア児が放課後デイサービスを利用するためには、これら児をケアする看護
師が必要であるが、現在、厚労省が示している看護配置加算Ⅰを満たす事業所はわずか 2％
である。しかしながら、現場ではこれら児の利用を受け入れるために、加算点数を取得で
きなくても、複数の看護師を配置しているのが現状である。 
そのため、これらの事業所が看護配置加算を取得するためには、どのような加算基準に緩
和すれば良いのかを検討した。 
結論 
医療的ケアスコア 8 点以上を 1 名、16 点以上を 2名と算定し、5名以上とする看護配置加
算算定基準を、一日の総スコア＞45点以上に変更すれば、かなりの事業所が看護配置加算
を取得出来ることが分かった。または上記算定基準に 24 点以上を 3，32 点以上を 4 とす
る算定基準を追加すれば、同様の看護配置加算を取得することができる。一方、病態が急
変しキャンセルする場合に備え、事業所に対する最低の加算保障制度の導入を考慮すべき
である。いずれにせよ、気管吸引が必要な利用者が居る場合、その送迎には看護師が同乗
することは文科省通達により特別支援学校においては義務づけされていることからみて
も、利用者の命の安全を確保するためには、複数の看護師を配置することは不可欠である。 
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おいて、平成 30 年度障害福祉サービス改

定で新設された医療的ケア判定スコアにお

いて、8点以上の児童（16点以上は 2人と

みなす）の延べ人数を前年度の開所日数で

除して、平均 5名以上」とされている。 

しかしこの基準は大変厳しく、たとえ一般

的な人員配置基準を満たした 5名定員事業

所であっても、看護配置加算を取得出来る

のはわずか 2％に止まっているとされてい

る 1）。また、胃瘻装着児にあっては、判

定スコアが 5点であるため、経管栄養の実

施に細心な注意が必要であるにも拘わら

ず、全く加算の対象として考慮されていな

いのが問題となっている。 

 

Ｂ．研究方法 

そこで、実際看護配置加算を取得できてな

いが、しなしながら必要に応じて看護師を

2名以上配置している事業所において、放

課後デイサービスで一体どの程度の医療的

ケア判定スコアの児を何名ケアしているの

かを探るため、兵庫県三田市にある特定非

活動営利法人 Welnetさんだを対象に選

び、その放課後デイサービスだんだんにお

いて、夏休み等の季節変動も観察できるよ

うに、2019 年度の 6月、7月、9月、11月

それぞれにおける利用者の医療的スコ、利

用日数、利用人数、延べ看護師数を抽出

し、看護配置加算の基準に照らして計算し

た場合、はたして何名の児童をケアしてい

るのかを算出した。 

一方、本研究の分担研究者である前田浩利

の研究によれば、動く医療的ケア児にあっ

ては、気管カニューレや胃瘻の抜去、さら

には人工呼吸器の装着が外れるなどのリス

クが高いから、そのリスク度及び見守り度

も判定基準に入れるべきであるとし、その

ため同分担研究者である北住映二は従来の

判定基準のスコアに加え、新たな見守りス

コアを追加した「改定案」を提唱した（表

1）。 

 

 

Ｃ．研究結 

 2019 年度の 6月、7月、9月、11月それ

ぞれにおける利用児童の医療的スコアは 0

－29であり、改定案を導入した場合のス

コアは、0-44となり、表 1にその利用者

のプロファイル一覧を掲示した。 
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表 2．（改定案に新たに導入された皮下注射、血糖測定、けいれん時の管理等の項目に該当

するケースはいなかったため、判定基準項目は従来通りとしている。） 

 

【【【【【【 【【【【【【【【

【【【【【【 【【【  
A B C D E F G H I J K L M N O P 

(【 )【【【【【【【【
【【【  

0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

(【 )【【【【【【【【
【【【【  

0 0 0 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 

(【 )【【【【【【【【
【【  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(【 )【【【【【【  0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

(【 )【【【【【【【【
【【【【【【【  

0 0 0 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 

(【 )【【【【【【【【
【【【【【【【【【【【
【【  

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(【 )中心静脈栄養【【  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(【 )【【【【【【【【
【【【【【【  

0 0 5 5 0 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 

(【 )【【【【【【【【
【【  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(10)【【【【【【【【
【 (【【【【【【【【【 )

【【  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(11)【【【【【【 (【【
【【【【【【【【  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(12)【【【【【【【【
【【【【【  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(13)【【【【【【  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

【【【  0 5 10 5 0 29 24 0 0 21 26 5 5 5 0 29 

【【【を導入した場合の

【【【  

0 8 16 8 0 44 33 0 0 30 38 8 8 8 0 44 
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表 3.それぞれの月における利用日数、利用人数、延べ看護師数、延べ医療的スコア、さら

に改定案による延べ医療的スコアを示した。 

【  6 7 9 11 

【【【【  20 24 21 20 

【【【【  48 74 61 58 

【【【【【【  52 66 55 59 

【【【【【【【【  766 900 788 872 

【【【【【【【【【【【【【  1035 1314 1041 1021 

 

表 4.一日の平均利用人数、平均看護師数、平均総医療的スコア、及び改定案により平均総

医療スコアを示した。 

【  6 7 9 11 

【【【【【【【【【  2.4 3.1 2.9 2.9 

【【【【【【【【【  2.6 2.75 2.61 2.95 

【【【【【総【【【【【【  38.3 37.5 37.5 44.1 

【【【【【総【【【【【【【【【【【  51.8 54.8 49.5 51.1 

 

表 5．は現行の看護配置加算の算定基準で計算した一日の平均人数、改定案を用いた現行

の算定基準で計算した一日の平均人数、さらに、改定案を用いた算定基準で 24点以上を 3

と計算した日の平均人数、改定案を用いた算定基準で 24点を 3，32点以上を 4と計算し

た一日の平均人数を示した。 

【  6 7 9 11 

現行の【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【

【【【  
2.65 2.83 2.61 3.15 

【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【
【【  

3.2 3.58 3.38 3.15 

【【【【【 24 【【【【 3 【【【【【【【【【【【【
【【【【【  

4.3 4.75 4.48 4.25 

【【【【【 24 【【【【 3, 32 【【【【 4 【【【【【
【【【【【【【【【【【【  

5.25 5.58 4.85 5.1 
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Ｄ．結果 

1． 表 3より、各月における延べ医療的

スコアは、改定案を用いた場合は用いない

場合に比べ、4か月の合計で 4411÷3326＝

32．6％の増加が見られた。 

2． 表 4により、改定案を用いた場合、

一日の平均総医療的スコアは、いずれの月

においても 45を超過した。 

3． 表 5により、改定案を用いた場合、

看護配置加算の算定基準で計算した一日の

平均人数は増加したものの、いずれの月に

おいても 4を超えることは出来ず、24点

以上を 3計算した一日の平均人数はようや

く 4を超えることができ、さらに 24点以

上を 3，32点以上を 4として計算した一日

の平均人数はようやく現行の看護配置加算

基準である 5を超えるこができた。 

 

Ｅ．結論 

 1．利用者の医療的ケア判定スコアにつ

いて、改定案を導入した場合、算定基準を

一日延べ総医療的スコアで算定する場合、

＞45にすれば看護配置加算を取得できる

ものと思われる。 

2. 一方、現行の看護配置加算の算定基準

を踏襲して 5を超えるためには、24点以

上を 3，32点以上を 4と設定して、ようや

く超えることができる結果となった。 

 

Ｆ．提言 

 定員 5名の重症型放課後デイサービスに

おいて、看護配置加算の要件を一日の総医

療的ケアスコア＞45点/日、あるいは現行

の算定基準に加え、24 点以上を 3，32点

以上を 4と設定変更すれば、加算を取得で

きる事業所が増えることが見込まれた。ま

た、児の容態が急変し、あるいは台風など

学校の急な休校などによるキャンセルは事

業所の経営上のリスクにもなり配慮しなけ

ればならない。そのため、看護配置加算だ

けでなく、たとえ利用する医療的ケア児の

人数が少なくても、事業所に対する最低の

加算保障をする制度設計が必要と思われ

る。 

また実際、平成 31年 3月 20日の文部科学

省に学校における医療的ケアの今後の対応

についての通知の別添 2）おいても、吸引

を必要とする医療的ケア児の通学には乗車

中に喀痰吸引が必要になる場合には、看護

師による対応を基本とすることから、気管

カニューレ以上の重度の医療的ケア児を複

数預かる場合、その搬送には 2名以上の看

護師が必須であることは明白である。よっ

て、より多くの事業所が看護配置加算を取

得出来るように、算定要件を緩和すること

が不可欠であると考える。 

 

Ｇ．資料 

1． 厚生労働省行政説明資料 医療的ケ

アが必要な子どもへの支援の充実に向けて 

平成 30年 10月 30日 厚生労働省社会･援

護局 障害保健福祉部障害福祉課 障礙

児・発達障害者支援室 

2． 学校における医療的ケアの今後の対

応について 別添 30文科初第 1769 号 

平成 31年 3月 20日 


